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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピクセル群を有する表示装置を含み、前記ピクセルの各々は個別に制御可能な複数の異
なる色のピクセルサブコンポーネントを含むコンピュータシステムにおいて、前記表示装
置のピクセルサブコンポーネントを制御するために、パックされたピクセル値をピクセル
サブコンポーネント値の組に変換する参照用テーブルを使用して前記表示装置に画像を表
示する方法であって、
　各項目がピクセルサブコンポーネント値の組と対応するパックされたピクセル値とを含
む項目の配列を含む参照用テーブルを記憶する動作と、
　画像をレンダリングする処理の一部として、前記表示装置に表示されるべき画像データ
に基づいて圧縮動作で生成されたパックされたピクセル値を受信する動作と、
　前記受信されたパックされたピクセル値を前記参照用テーブルに対する索引として使用
し、前記受信されたパックされたピクセル値を含む参照用テーブルの項目から、前記受信
されたパックされたピクセル値に対応するピクセルサブコンポーネント値の第１の組を取
得する動作と、
　最も大きなパックされたピクセル値から前記受信されたパックされたピクセル値を差し
引いて、変換されたパックされたピクセル値を生成する動作と、
　前記変換されたパックされたピクセル値を前記参照用テーブルに対する索引として使用
して、前記変換されたパックされたピクセル値を含む前記参照用テーブルの項目から、前
記変換されたパックされたピクセル値に対応するピクセルサブコンポーネント値の第２の
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組を取得する動作と、
　前記ピクセルサブコンポーネント値の第１の組の各ピクセルサブコンポーネント値を使
用して、前記表示装置に画像の前景及び背景の一方の色を表示するように前記表示装置の
第１のピクセルのピクセルサブコンポーネントを制御し、前記第１のピクセルのピクセル
サブコンポーネントの各々は前記ピクセルサブコンポーネント値の第１の組のピクセルサ
ブコンポーネント値の異なる１つにより個別に制御され、それにより前記第１のピクセル
の各ピクセルサブコンポーネントは前記画像の異なる部分を表現する動作と、
　前記ピクセルサブコンポーネント値の第２の組の各ピクセルサブコンポーネント値を使
用して、前記表示装置に前記画像の前景及び背景の他方の色を表示するように前記表示装
置の第２のピクセルのピクセルサブコンポーネントを制御し、前記第２のピクセルのピク
セルサブコンポーネントの各々は前記ピクセルサブコンポーネント値の第２の組のピクセ
ルサブコンポーネント値の異なる１つにより個別に制御され、それにより前記第２のピク
セルの各ピクセルサブコンポーネントは前記画像の異なる部分を表現する動作と
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記パックされたピクセル値および前記ピクセルサブコンポーネント値の第１の組はそ
れぞれデータビット値を含み、前記パックされたピクセル値は前記ピクセルサブコンポー
ネント値の第１の組よりも少ないビットを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ピクセルサブコンポーネント値の第１の組を使用して前記画像の背景の色を制御す
る動作と、
　前記ピクセルサブコンポーネント値の第２の組を使用して前記画像の前景の色を制御す
る動作と
　を更に備えたことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記参照用テーブルに記憶されたピクセルサブコンポーネント値の各々は、ガンマ補正
、色補正、およびカラーパレットの選択のうちの少なくとも１つが行われたピクセルサブ
コンポーネント値を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記参照用テーブルに記憶されたサブコンポーネント値の各組は赤、青、および緑のピ
クセルの発光強度値を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　各ピクセルが個別に制御可能な異なる色の複数のピクセルサブコンポーネントを含むピ
クセル群を有する表示装置に画像を表示する方法であって、
　参照用テーブルに対する索引となるべき複数のパックされたピクセル値を選択する動作
と、
　複数のパックされたピクセル値の各々について、対応するピクセルサブコンポーネント
値の組を生成する動作と、
　メモリ装置の参照用テーブルの配列項目内の、対応するパックされたピクセル値に関連
づけられた配列位置に、前記ピクセルサブコンポーネント値の組の各々を記憶することに
より、前記参照用テーブルを生成する動作と、
　前記表示装置を含む表示システムが、パックされたピクセル値を受信すると、
　　前記受信されたパックされたピクセル値を前記参照用テーブルに対する索引として使
用して、前記対応するピクセルサブコンポーネント値の第１の組を取得し、
　　最も大きなパックされたピクセル値から前記受信されたパックされたピクセル値を差
し引いて、変換されたパックされたピクセル値を生成し、
　　前記変換されたパックされたピクセル値を前記参照用テーブルに対する索引として使
用して、前記対応するピクセルサブコンポーネント値の第２の組を取得し、
　　前記ピクセルサブコンポーネント値の第１の組のピクセルサブコンポーネント値の各
々を使用して、前記表示装置上に前記画像の前景及び背景の一方の色を表示するように前
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記表示装置のピクセルのピクセルサブコンポーネントを制御し、前記制御されたピクセル
サブコンポーネントの各々は前記ピクセルサブコンポーネント値の異なる１つにより個別
に制御され、それにより各ピクセルサブコンポーネントは前記画像の異なる部分を表現し
、
　　前記ピクセルサブコンポーネント値の第２の組のピクセルサブコンポーネント値の各
々を使用して、前記表示装置上に前記画像の前景及び背景の他方の色を表示するように前
記表示装置のピクセルのピクセルサブコンポーネントを制御し、前記制御されたピクセル
サブコンポーネントの各々は前記ピクセルサブコンポーネント値の異なる１つにより個別
に制御され、それにより各ピクセルサブコンポーネントは前記画像の異なる部分を表現す
ることを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記ピクセルサブコンポーネント値の組の各々を配列項目に記憶することにより前記参
照用テーブルを生成する動作は、ガンマ補正、色補正、およびカラーパレットの選択のう
ちの少なくとも１つにより前記ピクセルサブコンポーネント値の各々を処理する動作を含
むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　ピクセルサブコンポーネント値の各組および各対応するパックされたピクセル値はデー
タビット値を含み、前記対応するパックされたピクセル値の各々は前記ピクセルサブコン
ポーネント値の組の各々よりも少ないビットを含むことを特徴とする請求項６に記載の方
法。
【請求項９】
　ピクセルサブコンポーネント値の各組は第１、第２、および第３のサブコンポーネント
の発光強度値を含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記参照用テーブルに記憶されたサブコンポーネント値の各組は赤、青、および緑のピ
クセルの発光強度値を含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　第１、第２および第３のサブコンポーネントの発光強度値の可能な数は２５６であるこ
とを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記参照用テーブルを生成する動作は、前記参照用テーブルの配列項目の、前記変換さ
れたパックされたピクセル値を生成するために使用される前記対応するパックされたピク
セル値に関連づけられた配列位置に、前記変換されたパックされたピクセル値の各々を記
憶する動作を更に備え、その結果変換されたパックされたピクセル値は、前記表示装置の
ピクセルサブコンポーネントに適用されるべき前記対応するピクセルサブコンポーネント
値を取得するための参照用テーブルの配列項目への索引としても使用することができるこ
とを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１３】
　各ピクセルが個別に制御可能な異なる色の複数のピクセルサブコンポーネントを含むピ
クセル群を有する表示装置を含む表示システムに、画像をレンダリングするためのデータ
を送信するコンピュータシステムにおいて、前記表示システムに送信されるデータを生成
する方法であって、
　スケール変更された画像の表現から、各々が前記表示装置の異なるピクセルサブコンポ
ーネントに対応するピクセルサブコンポーネント値の組を生成する動作と、
　前記複数のピクセルサブコンポーネントの発光強度値を単一のパックされたピクセル値
に変換する動作であって、前記ピクセルサブコンポーネント値の複数の組は複数のビット
を含み、前記単一のパックされたピクセル値は前記ピクセルサブコンポーネント値の組よ
りも少ないビットを含む、変換する動作と、
　前記単一のパックされたピクセル値を前記表示システムに送信する動作と
　を備え、前記表示システムは、パックされたピクセル値をピクセルサブコンポーネント
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値の対応する組に相関させる参照用テーブルにアクセスしており、前記表示システムは、
前記単一のパックされたピクセルを受信すると、
　　前記受信した単一のパックされたピクセル値を前記参照用テーブルに対する索引とし
て使用して、前記対応するピクセルサブコンポーネント値の第１の組を取得し、
　　最も大きなパックされたピクセル値から前記受信されたパックされたピクセル値を差
し引いて、変換されたパックされたピクセル値を生成し、
　　前記変換されたパックされたピクセル値を前記参照用テーブルに対する索引として使
用して、前記対応するピクセルサブコンポーネント値の第２の組を取得し、
　　前記ピクセルサブコンポーネント値の第１の組のピクセルサブコンポーネント値の各
々を使用して、前記表示装置に前記画像の前景及び背景の一方の色を表示するように前記
表示装置のピクセルのピクセルサブコンポーネントを制御し、前記制御されたピクセルサ
ブコンポーネントの各々は前記ピクセルサブコンポーネント値の異なる１つにより個別に
制御され、それにより各ピクセルサブコンポーネントは前記画像の異なる部分を表現し、
　　前記ピクセルサブコンポーネント値の第２の組のピクセルサブコンポーネント値の各
々を使用して、前記表示装置上に前記画像の前景及び背景の他方の色を表示するように前
記表示装置のピクセルのピクセルサブコンポーネントを制御し、前記制御されたピクセル
サブコンポーネントの各々は前記ピクセルサブコンポーネント値の異なる１つにより個別
に制御され、それにより各ピクセルサブコンポーネントは前記画像の異なる部分を表現す
ることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記参照用テーブルに記憶されたピクセルサブコンポーネント値の各々はガンマ補正、
色補正またはカラーパレットの選択が行われたピクセルサブコンポーネント値を含むこと
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記参照用テーブルに記憶されたサブコンポーネント値の各組は赤、青、および緑のピ
クセルの発光強度値を含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は、イメージを表示する方法および装置に関し、より詳細には、出力装置、たとえ
ば液晶ディスプレイの複数の変位した部分を利用して、イメージの単一ピクセルを表す表
示方法および装置に関する。
【０００２】
（発明の背景）
カラーディスプレイデバイスは、ほとんどのコンピュータユーザにとって選りすぐりの最
も重要なディスプレイデバイスとなっている。モニタ上のカラーの表示は、通常、人間の
目によって知覚される１つまたは複数のカラーが得られる光、たとえば、赤、緑および青
のカラーの組み合わせを発する、ディスプレイデバイスを駆動することによって行われる
。
【０００３】
陰極線管（ＣＲＴ）ディスプレイデバイスにおいて、光の異なるカラーは、ＣＲＴスクリ
ーン上に連続したドットとして塗布される蛍光体被覆を使用することにより生成される。
通常、異なる蛍光体被覆が、３つのカラー、すなわち、赤、緑および青の各々を生成する
のに使用される。被覆によって、電子ビームにより励起されたときに、カラー、すなわち
、赤、緑および青を生成する蛍光体ドットの繰り返し配列が得られる。
【０００４】
ピクセルという用語は、通常、たとえば、何千というそうしたスポットの矩形グリッド内
の１つのスポットを呼ぶのに使われる。スポットは、ディスプレイデバイス上にイメージ
を形成するために、コンピュータにより個々に使用される。赤、緑および青から成る蛍光
体ドットの単一の３つ組みがアドレシングできないカラーＣＲＴにおいて、最も小さく可
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能なピクセルサイズは、蛍光体を励起するのに使用される電子銃の焦点、アラインメント
および帯域に依存する。ＣＲＴディスプレイにとって公知の、種々の配置において、赤、
緑および青から成る蛍光体ドットの１つまたは複数の３つ組みから発した光は、混ざり合
う傾向があり、離れた場所では単一のカラー光源に見える。
【０００５】
カラーディスプレイにおいて、加法の原色、赤、緑および青に対応して発した光の強度は
、ほとんどどんなカラーピクセルにも見えるように変えることができる。色を加えない、
すなわち、光を発しないことにより、暗いピクセルが生成される。全ての３色を１００％
加えることにより、白いピクセルが得られる。
【０００６】
ハンドヘルドデバイスおよびポータブルコンピュータを含むポータブルコンピューティン
グデバイスは、ＣＲＴディスプレイと対抗するものとして、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）
または他のフラットパネルディスプレイデバイス１０２を使用する傾向にある。これは、
フラットパネルディスプレイが、ＣＲＴディスプレイに比べて小さくて、軽量である傾向
にあるためである。さらに、フラットパネルディスプレイは、匹敵する大きさのＣＲＴデ
ィスプレイより電力消費が少ない傾向にあることで、バッテリ駆動による使用に十分に適
している。
【０００７】
カラーＬＣＤディスプレイは、表示されるイメージの各ピクセルを表すために、以下、ピ
クセルサブコンポーネントまたはピクセルサブエレメントと呼ぶ、複数の明確にアドレッ
シング可能なエレメントを使用するディスプレイデバイスの典型である。普通、カラーＬ
ＣＤディスプレイの各ピクセルエレメントは、３つの非正方エレメント、すなわち、赤、
緑および青（ＲＧＢ）のピクセルサブコンポーネントを有する。したがって、ＲＧＢピク
セルサブコンポーネントのセットは、一緒になって単一のピクセルエレメントを作る。一
般的に、公知のＬＣＤディスプレイは、通常、ディスプレイに沿ってストライプを形成す
るために配置される一連のＲＧＢピクセルサブコンポーネントを有する。ＲＧＢストライ
プは、普通、ディスプレイの全長分１方向にのびている。得られるＲＧＢストライプは、
時に「ＲＧＢストライピング」と呼ばれる。コンピュータ用途に使用される、高いという
よりは幅広の、普通のＬＣＤモニタは、垂直方向にのびるＲＧＢストライプを持つ傾向に
ある。
【０００８】
図１は、複数の行（Ｒ１～Ｒ１２）とカラム（Ｃ１～Ｃ１６）を有する公知のＬＣＤスク
リーン２００を説明している。各行／カラムの交差部は、１つのピクセルエレメントを表
す正方形を形成する。図２は、公知のディスプレイ２００の左上部を詳細に説明している
。
【０００９】
図２において、（Ｒ１，Ｃ４）ピクセルエレメントなどの各ピクセルエレメントが、どの
ように３つの異なったサブエレメントまたはサブコンポーネント、すなわち、赤いサブコ
ンポーネント２０６、緑のサブコンポーネント２０７および青いサブコンポーネント２０
８を有するかについて留意されたい。各々の公知のピクセルサブコンポーネント２０６、
２０７、２０８は、ピクセルの幅の１／３または約１／３であり、あるいは高さにおいて
は、ピクセルの高さに等しいか、または、およそ等しい。したがって、組み合わされたと
きに、１／３の幅の３つのピクセルサブコンポーネント２０６、２０７、２０８は単一の
ピクセルエレメントを形成する。
【００１０】
図１に示したように、ＲＧＢピクセルサブコンポーネント２０６、２０７、２０８の１つ
の公知の構成は、ディスプレイ２００の下で垂直カラーストライプであるように見えるも
のを形成する。そのため、図１および２で説明した公知の方法での、１／３幅のカラーサ
ブコンポーネント２０６、２０７、２０８の配置は、「垂直ストライピング」と呼ばれる
ことがある。
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【００１１】
伝統的に、ピクセルエレメントに対する各々のピクセルサブコンポーネントの各々のセッ
トは、単一のピクセルユニットとして取り扱われる。そのため、公知のシステムにおいて
、ピクセルエレメントの全てのピクセルサブコンポーネントに対する光度（ｌｕｍｉｎｏ
ｕｓ　ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）値は、イメージの同じ部分から生成される。たとえば、図３
に示すようなグリッド２２０によって表されるイメージを考える。図３において、各正方
形は、単一ピクセルエレメント、たとえば、グリッド２３０の対応する正方形の赤、緑お
よび青のピクセルサブコンポーネントによって表されるイメージ領域を表す。図３におい
て、斜線を入れた円は、光度値が生成される、単一のイメージサンプルを表すのに使用さ
れる。公知のシステムにおいて、イメージ２２０の単一のサンプル２２２が、どのように
して、赤、緑および青のピクセルサブコンポーネント２３２、２３３、２３４の各々に対
する光度値を生成するのに使用されるかに留意されたい。したがって、公知のシステムに
おいて、ＲＧＢピクセルサブコンポーネントは、表されるべきイメージの１つのサンプル
に対応する１つのカラーピクセルを生成するために、通常、グループとして使用される。
【００１２】
個々のＲＧＢサブコンポーネント輝度（ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）は、広い範囲の異なるカラ
ーを提供するために変えられるが、限られた数のカラーだけは、実際には、ディスプレイ
ハードウェアおよび／またはソフトウェアによって提供される。提供されるカラーのセッ
トは、普通、カラーパレットと呼ばれる。カラーパレットの各カラーは、Ｒ、ＧおよびＢ
のピクセルサブコンポーネント光度値の異なる組み合わせに対応している。コンピュータ
システムは、複数のカラーパレットを提供するかもしれないが、通常、ただ１つのパレッ
トが、任意の時間に、表示されるイメージを生成するために使用されてもよい。
【００１３】
テキストレンダリングの場合、ユーザは、通常、使用されるべき前景および背景カラーを
選択する。通常、暗い前景と明るい背景カラーが、明るいカラーのフィールド上に暗いテ
キストを生成するのに使用される。このような方法は、しばしば白い背景の上で暗い傾向
を持つ印刷されたテキストを真似ている。
【００１４】
暗い前景と明るい背景に対する別法として、ユーザは明るい前景と暗い背景を選択しても
よい。このようなテキストオプションは、あまり普通ではないが、たとえば、スクリーン
上のテキストを強調するために時々使用される。
【００１５】
テキストが、普通に行われるように、ピクセル分解能でレンダリングされる場合、文字を
表すために使用されるピクセルは、黒などの選択された前景カラーに設定され、背景を表
すのに使用されるピクセルは、白に設定される。上述したように、暗いピクセルを生成す
るために、暗いピクセルのＲ、ＧおよびＢのピクセルサブコンポーネントは、最小限の光
度を出力するために設定される。白いピクセルの場合、Ｒ、ＧおよびＢのピクセルサブコ
ンポーネントは、最大限の光度に設定される。
【００１６】
しばしば、ほとんどのビデオディスプレイデバイスの比較的低いディスプレイ分解能のた
めに、特に、１０、１２および１４ポイントタイプの普通のテキストサイズでは、滑らか
な文字形状を描写するのに、十分なピクセルが利用できない。
【００１７】
ポータブルコンピューティングデバイス、また、特に、ハンドヘルドコンピューティング
デバイスは、電力消費問題および、多くの場合、デスクトップコンピューティングデバイ
スではそれほど問題にならない、価格制約の問題に直面している。
【００１８】
上述したように、電力消費を最小限にする試みにおいて、電力制約のために、しばしば、
ＬＣＤディスプレイが使用されるようになった。電力への関心もまた、しばしば、電力節
約の特徴を持って設計されたＣＰＵなどのプロセッサの使用をもたらした。ポータブルコ
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ンピュータよりも多くのデスクトップＰＣがあるため、ほとんどのＣＰＵ製造業者は、ポ
ータブルコンピュータ用の電力節約特徴を持つＣＰＵに対立するものとして、デスクトッ
プコンピュータ用の高速ＣＰＵを開発することに優先度を与える。このような理由で、ポ
ータブルコンピューティングデバイスのプロセッサは、処理電力の観点から、デスクトッ
プ同等品より遅れる傾向にある。
【００１９】
ハンドヘルドコンピュータ、たとえば、パーソナルアシスタントデバイスの場合、処理電
力と装置に含まれるメモリ容量の両方の観点から、価格が制限要素になる傾向がある。
【００２０】
このように、ポータブルおよびハンドヘルドコンピューティングデバイスは、デスクトッ
プパーソナルコンピュータのような他のイメージレンダリング環境において遭遇する多く
のものと同じイメージレンダリング問題に直面する一方、ポータブルコンピュータおよび
ハンドヘルド環境において、しばしばイメージレンダリング問題に対処するための少ない
処理電力およびメモリが利用できる。
【００２１】
上述の議論を考慮すると、テキストを含むイメージのレンダリングおよび表示の改善され
た方法に対する要求があることは明らかである。処理およびメモリ資源が限られているポ
ータブルコンピュータおよびハンドヘルドコンピューティングデバイスにおいて、少なく
ともいくつかの新しい方法および装置が、テキストのレンダリングを提供することが望ま
しい。
【００２２】
（発明の概要）
本発明は、イメージの単一ピクセルを表すために、ＬＣＤディスプレイのような出力デバ
イスの複数の異なった部分を用いて、イメージを表示する方法および装置に向けられてい
る。
【００２３】
本発明によれば、ピクセルエレメントの各ピクセルサブコンポーネントは、独立した輝度
源として扱われる。これによって、ストライプ配列されたディスプレイの場合、ＲＧＢス
トライピングの方向に垂直な方向に３倍まで分解能が増加する。
【００２４】
イメージ、たとえば、テキスト文字のレンダリングは、本発明によれば、いくつかのステ
ップを含む。これらは、ラスタ化（ｒａｓｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ）ステップ、オプション
のグリフ（ｇｌｙｐｈ）キャッシングステップおよび装置、たとえば、ディスプレイドラ
イバ処理ステップを含む。ラスタ化ステップは、スケーリング、ヒンティングおよび走査
変換ステップを含む。ラスタ化ステップは、イメージ、たとえば、文字の白黒ビットマッ
プ表示を含むグリフを生成する。
【００２５】
本発明のオプションのキャッシングステップは、ラスタ化操作によって生じたグリフをス
トアすることを含む。グリフがラスタ化操作により生成されると、グリフは、可能性のあ
る将来の使用のために、グリフキャッシュに配置される。以前にラスタ化され、キャッシ
ュされたグリフに対応する文字が出力されるはずであれば、グリフがキャッシュから得ら
れるため、ラスタ化操作を実行する必要を避けることができる。
【００２６】
本発明の一実施形態によれば、各ピクセルエレメントに関連した個別のＲ、ＧおよびＢ光
度レベル値は、本明細書ではパックされたピクセル値と呼ばれる単一値にパック（たとえ
ば、圧縮）される。したがって、グリフをストアするのに要求されるメモリ容量が、かな
り減ぜられる。１つの典型的な実施形態において、イメージの各ピクセルエレメントと関
連してＲ、Ｇ、Ｂピクセルサブコンポーネントの輝度値を表すために、単一の８ビットに
パックされたピクセル値が使用される。これは、レンダリング処理を通して、Ｒ、Ｇ、Ｂ
のピクセルサブコンポーネント光度値の各々を表すために８ビットを使用するシステムに
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対して、メモリのかなりの節約を表している。
【００２７】
表示の前に、ピクセル値が供給されるディスプレイアダプタおよび／またはディスプレイ
デバイスによって提供されているフォーマットで、対応するピクセル値を生成するために
、ラスタ化ステップからのグリフまたはグリフキャッシュが処理される。ピクセル値は、
ピクセルエレメントの光度を制御するために使用される値である。したがって、ピクセル
値は、Ｒ、ＧまたはＢの光度値であるか、または、パレット化されたディスプレイシステ
ムにおいては、ディスプレイデバイスによって使用される実際のＲ、Ｇ、Ｂの光度値を含
むテーブル、たとえば、カラーパレットに索引を付けるのに使用される数であってもよい
。パレット化されたディスプレイの実施形態において、ディスプレイデバイスまたはディ
スプレイアダプタは、個々のピクセルに関連するカラーパレット値を、ピクセルサブコン
ポーネントのＲ、ＧおよびＢの光度を制御するために使用される実際のＲ、ＧおよびＢの
光度値に変換する。
【００２８】
ラスタ化操作は、走査変換操作、および、種々の実施形態においては、オプションのスケ
ーリングおよびヒンティング操作を含む。スケーリング操作の一部において、イメージ、
たとえば、表示される文字を高解像度で表現することは、少なくともＲＧＢストライピン
グの方向に垂直な次元にスーパーサンプリングされることである。スケーリングされたイ
メージのヒンティングの後に、走査変換操作が行われる。本発明の１つの特徴によれば、
走査変換操作は、加重走査変換操作であり、ヒンティングされたイメージは、同じ大きさ
の部分、たとえば、セグメントに分割され、異なる数のセグメントがＲ、ＧおよびＢの光
度値を決定するのに使用される。
【００２９】
１つの特定の典型的な実施形態は、１６倍のスーパーサンプリングを使用し、その結果、
各ピクセルエレメントに対応する１６セグメントを持つスーパーサンプリングされたイメ
ージを生成する。特定の典型的な実施形態において、実行された加重走査変換操作は、赤
のピクセルサブコンポーネント光度値を決定するのに５イメージセグメントを、緑のピク
セルサブコンポーネント光度値を決定するのに９イメージセグメントを、そして、青のピ
クセルサブコンポーネント光度値を決定するのに２イメージセグメントを使用した。
【００３０】
加重走査変換操作の場合、ピクセルエレメントに対する、可能なＲ、ＧおよびＢの光度値
の組み合わせの数Ｎは、可能なＲ値の数×可能なＧ値の数×可能なＢ値の数に等しい。５
、９、２スケーリングの場合、Ｎは、全部で（６×１０×３）１８０の可能な値に対応す
る。
【００３１】
本発明によれば、走査変換操作の結果得られるＲ、ＧおよびＢの光度値を、３つの個別の
値、たとえば、８ビットＲ値、８ビットＧ値および８ビットＢ値として表すよりはむしろ
、ピクセルエレメントに対応するＲ、ＧおよびＢの光度値は、ここでは、パックされたピ
クセル値と呼ばれる、単一の数として特定される。パックされたピクセル値は、ピクセル
エレメントが、Ｒ、ＧおよびＢの光度値の可能なセットのいずれに対応するかを示す。５
、９、２の場合、８ビットにパックされたピクセル値は、容易に、１８０の異なる、可能
なＲ、ＧおよびＢの光度値を表すのに使用される。
【００３２】
本発明により生成されたパックされたピクセル値により、個別のＲ、ＧおよびＢの光度値
がストアされるときに必要になるであろうビット数よりずっと少ないビット数を用いて、
文字グリフが表現されることが可能になる。本発明のパック方法を用いてグリフを表現す
るのに使用されるデータ量の削減は、光度値をパックしないシステムと比べると、グリフ
を転送するのに要求される帯域幅の量を減ずる。本発明の小さなサイズのグリフは、また
、グリフを表現するのにパックされたピクセル値が使用されなかったときに可能であろう
グリフよりも、多くのグリフが同じ容量のメモリにストアされることを可能にする利点を
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持つ。これら利点は両方とも、メモリおよびバス帯域幅が比較的制限されるかもしれない
ハンドヘルドおよびポータブルコンピューティングデバイスの場合に特に重要である。
【００３３】
グリフが表示されるとき、グリフを表すパックされたピクセル値のセットはディスプレイ
ドライバに供給される。ディスプレイドライバは、表示されるべき、イメージ、たとえば
、文字を表すデータに対して、１つまたは複数のイメージ処理操作を実行する役割を果た
す。ディスプレイドライバは、グリフを表すのに使用されるパックされたピクセル値を、
イメージデータが出力されるディスプレイアダプタまたはディスプレイデバイスにより使
用されるフォーマットを持つピクセル値、たとえば、個別の８Ｒ、ＧおよびＢの光度値ま
たはカラーパレット値に変換する。ディスプレイドライバは、また、ガンマ補正操作、カ
ラー補償操作および／または任意の時に使用する、制限されたカラーパレットからカラー
を選択することを含むカラーパレット選択操作を実行してもよい。
【００３４】
ある実施形態においては、ディスプレイドライバにより実行される処理操作は、順次的な
処理操作として実装される。しかし、本発明の他の実施形態においては、ディスプレイド
ライバにより実行される処理操作は、単一のルックアップテーブル操作に結合される。
【００３５】
この目的のために、１つまたは複数のルックアップテーブルが、ディスプレイドライバの
一部として用意される。各ルックアップテーブルは、ディスプレイアダプタまたはディス
プレイドライバにより使用されるフォーマットを持つピクセル値にパックされたピクセル
値を変換するのに使用される、デバイスドライバ操作または入力値の異なるセットに対応
する。たとえば、１つのルックアップテーブルが、異なるガンマ値またはピクセル値フォ
ーマット要求仕様を持つ、複数の提供されたディスプレイデバイスの各々に用意されても
よい。さらに、個別のルックアップテーブルが、各々の提供されるカラーパレットに対し
て使用される。たとえば、インターネットアプリケーションカラーパレットがディスプレ
イデバイスのアクティブなパレットであるときに、インターネットアプリケーションに関
連したカラーパレットを用いて生成された１つのルックアップテーブルが、パックされた
ピクセル値を処理するのに使用される。ディスプレイデバイスおよび／またはディスプレ
イアダプタが異なる動作カラーパレットを持つとき、異なるルックアップテーブルが使用
される。
【００３６】
各ルックアップテーブルは、各々の可能なパックされたピクセル値に対して１つのエント
リを含む。可能なパックされたピクセル値のセットにおいて、Ｎ番目のエントリがＮ番目
のパックされたピクセル値に対応するように、エントリがテーブルに配置される。パレッ
ト化されたディスプレイシステムの場合、通常、各テーブルエントリは、単一ピクセル値
、すなわち、カラーパレット値である。パレット化されていないシステムでは、各エント
リは、通常、ディスプレイアダプタおよび／またはディスプレイデバイスにより使用され
るフォーマットのＲ、ＧおよびＢのピクセルサブコンポーネント光度値のセットである。
１８０の可能なパックされたピクセル値の典型的な場合、ルックアップテーブルは１８０
のエントリを含むであろう。そして、各エントリは１８０のパックされたピクセル値の異
なる１つに対応する。一実施形態において、各テーブルエントリは、出力ピクセル値が対
応する、パックされたピクセル値を入力として用いて、実装されたディスプレイドライバ
処理操作を実行することにより、事前に計算される。
【００３７】
本発明のディスプレイデバイスルックアップテーブルへの索引として、グリフに含まれる
パックされたピクセル値を用いることにより、取り付けられたディスプレイアダプタまた
はディスプレイデバイスにより使用されるフォーマットで出力ピクセル値のセットが得ら
れる。ルックアップテーブル値は事前に計算される、すなわち、ディスプレイドライバで
の使用前に計算されるために、イメージレンダリング中にガンマ補正、カラー補償および
／またはパレット選択操作をリアルタイムで実行する必要が避けられる。
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【００３８】
本発明の種々の特徴は、以下で詳細に説明するが、上述した方法で使用されることができ
るデバイスドライバルックアップテーブルの生成に向けられる。
【００３９】
本発明により、テキストのようなイメージのレンダリング時に使用するために、前景およ
び背景カラーを特定することができる。本発明によって、ディスプレイドライバを実装す
るのにピクセル値ルックアップテーブルが使用されるとき、通常、前景および背景カラー
として、結合して使用されてもよいカラーの対を提供するあるルックアップテーブルが備
わる。本発明によれば、前景としてどのカラーが使用されるか、および背景としてどのカ
ラーが使用されるかが、ピクセル値ルックアップテーブルがアクセスされる方法で決定さ
れる。このような一実施形態において、使用されたカラー対に対応する、ピクセル値ルッ
クアップテーブルがアクセスされる順序を単純に逆にすることにより、前景および背景カ
ラーが交換される。
【００４０】
本発明の方法および装置の、数多くの、さらなる特徴、実施形態および利点が、以下の詳
細な明細書で述べられる。
【００４１】
（詳細な説明）
上述したように、本発明は、イメージの単一ピクセルを表すために、出力デバイスの複数
の異なる部分、たとえば、液晶ディスプレイのＲ、Ｇ、Ｂピクセルサブコンポーネントを
利用できるディスプレイデバイス上で、イメージ、たとえば、テキストおよび／またはグ
ラフィックを表示する方法および装置に向けられる。
【００４２】
本発明の種々の方法は、ピクセルを有するＲＧＢピクセルサブコンポーネントのセットを
単一光度ユニットとして扱う方法に対立するものとして、各ピクセルサブコンポーネント
を独立した光度源として用いる方法に向けられる。これにより、ＲＧＢの水平または垂直
ストライピングを持つディスプレイデバイスが、他の次元よりも３倍まで大きな実効分解
能を、ストライピングに垂直な次元に持つものとして扱われることを可能にする。本発明
の種々な装置は、光度サブピクセルコンポーネントを個々に制御する能力を利用するディ
スプレイデバイスおよび制御装置に向けられる。
【００４３】
図５および以下の説明は、本発明の少なくともいくつかの態様が実装されるかもしれない
、典型的な装置の、短く、一般的な説明を提供する。本発明の種々な方法は、コンピュー
タ実行可能命令、たとえば、パーソナルコンピュータのようなコンピュータデバイスによ
って実行されるプログラムモジュールの一般的なコンテキストにおいて、説明する。本発
明の他の態様は、たとえば、ディスプレイデバイスコンポーネントおよびディスプレイス
クリーンのような物理的なハードウェアによって説明する。
【００４４】
本発明の方法は、特定の、説明したコンピュータデバイス以外の装置によって成し遂げら
れてもよい。タスクを実行するか、または、特定の抽象データタイプを実装するプログラ
ムモジュールは、ルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造（
たとえばルックアップテーブルなど）を含んでもよい。さらに、当業者は、本発明の少な
くともいくつかの態様が、ハンドヘルドデバイス、マルチプロセッサシステム、マルチプ
ロセッサベースのまたはプログラム可能なコンシューマエレクトロニクス、ネットワーク
コンピュータ、ミニコンピュータ、セットトップボックス、メインフレームコンピュータ
、たとえば自動車、航空、産業用途などにおいて使用されるディスプレイを含む他の構成
で実施されるであろうことを理解するであろう。本発明の少なくともいくつかの態様は、
また、タスクが通信ネットワークを通して結合されたリモート処理デバイスによって実行
される、分散コンピューティング環境において実施されてもよい。分散コンピューティン
グ環境において、プログラムモジュールは、ローカルおよび／またはリモートメモリスト
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レージデバイスに配置されてもよい。
【００４５】
図５を参照すると、本発明の少なくともいくつかの態様を実施する典型的な装置５００は
、汎用コンピューティングデバイスを含む。パーソナルコンピュータ５２０は、処理ユニ
ット５２１、システムメモリ５２２、およびシステムメモリを含む種々のシステムコンポ
ーネントを処理ユニット５２１に結合するシステムバス５２３を含んでもよい。システム
バス５２３は、メモリバスまたはメモリ・コントローラ、周辺バスおよび種々のバスアー
キテクチャの任意のものを用いたローカルバスを含む、いくつかのタイプのバス構成の任
意のものでもよい。システムメモリは、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）５２４および／また
はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）５２５を含んでもよい。基本入力／出力システム５
２６（ＢＩＯＳ）は、たとえば、スタートアップ中に、パーソナルコンピュータ５２０内
のエレメント間で情報を転送するのに役立つ基本ルーチンを含み、ＲＯＭ５２４内にスト
アされてもよい。パーソナルコンピュータ５２０は、また、（図示されない）ハードディ
スクからの読出し、または、書込みを行うハードディスクドライブ５２７、（たとえば、
リムーバブル）磁気ディスク５２９からの読出し、または、書込みを行う磁気ディスクド
ライブ５２８およびコンパクトディスクまたは他の（磁気）光学媒体のような（磁気）光
学ディスク５３１に対して読出し、または、書込みを行う光学ディスクドライブ５３０を
含んでもよい。ハードディスクドライブ５２７、磁気ディスクドライブ５２８および（磁
気）光学ディスクドライブ５３０は、各々、ハードディスクドライブインタフェース５３
２、磁気ディスクドライブインタフェース５３３および（磁気）光学ドライブインタフェ
ース５３４によって、システムバス５２３と結合される。ドライブとその関連ストレージ
媒体は、パーソナルコンピュータ５２０用のマシン可読命令、データ構造、プログラムモ
ジュールおよび他のデータの不揮発性ストレージを提供する。本発明で説明する典型的な
環境は、ハードディスク、リムーバブル磁気ディスク５２９およびリムーバブル光ディス
ク５３１を使用するが、磁気カセット、フラッシュメモリカード、ディジタルビデオディ
スク、ベルヌーイカートリッジ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ
（ＲＯＭ）などの他のタイプのストレージ媒体が、上記で紹介されたストレージデバイス
の代わりに、または、それに加えて使用されてもよいことを、当業者は理解するであろう
。
【００４６】
たとえば、オペレーティングシステム５３５、１つまたは複数のアプリケーションプログ
ラム５３６、他のプログラムモジュール５３７、ディスプレイドライバ８３０および／ま
たはプログラムデータ５３８のような、多数のプログラムモジュールは、ハードディスク
５２３、磁気ディスク５２９、（磁気）光学ディスク５３１、ＲＯＭ５２４またはＲＡＭ
５２５上にストアされてもよい。ＲＡＭ５２５は、以下で述べるように、表示のためのイ
メージのレンダリング時に使用されるデータのストアに使用されてもよい。ユーザは、た
とえば、キーボード５４０およびポインティングデバイス５４２のような入力デバイスを
通して、パーソナルコンピュータ５２０に命令および情報を入力してもよい。マイクロフ
ォン、ジョイスティック、ゲームパッド、衛星放送受信用アンテナ、スキャナなどの（図
示されない）他の入力デバイスもまた含まれてもよい。これらのものおよび他の入力デバ
イスは、しばしば、システムバスに結合されたシリアルポートインタフェース５４６を通
して処理ユニット５２１に接続される。しかし、入力デバイスは、パラレルポート、ゲー
ムポートまたはユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）のような他のインタフェースによっ
て接続されてもよい。モニタ５４７または他のタイプのディスプレイデバイスもまた、た
とえば、ディスプレイアダプタ５４８のようなインタフェースを介してシステムバス５２
３に接続されてもよい。モニタ５４７に加えて、パーソナルコンピュータ５２０は、たと
えば、スピーカおよびプリンタのような（図示されない）他の周辺出力デバイスを含んで
もよい。
【００４７】
パーソナルコンピュータ５２０は、リモートコンピュータ５４９のような１つまたは複数
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のリモートコンピュータに対して論理接続を定義するネットワーク環境で動作してもよい
。リモートコンピュータ５４９は、別のパーソナルコンピュータ、サーバ、ルータ、ネッ
トワークＰＣ、ピアデバイスまたは他の共通ネットワークノードであってもよく、図５で
メモリストレージデバイス５５０のみ示したが、パーソナルコンピュータ５２０に関して
上述したエレメントの多くまたは全てを含んでもよい。図５で説明する論理接続は、ロー
カルエリアネットワーク（ＬＡＮ）５５１およびワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）５
５２、すなわち、イントラネットおよびインターネットを含む。
【００４８】
ＬＡＮで使用されるとき、パーソナルコンピュータ５２０は、ネットワークインタフェー
スアダプタ（またはＮＩＣ）５５３を通してＬＡＮ５５１に接続されてもよい。インター
ネットのようなＷＡＮで使用されるとき、パーソナルコンピュータ５２０は、ワイドエリ
アネットワーク５５２上で通信を確立するための、モデム５５４または他の手段を含んで
もよい。内部にあるかまたは外部にあるモデム５５４は、シリアルポートインタフェース
５４６を介してシステムバス５２３に接続されてもよい。ネットワーク環境においては、
パーソナルコンピュータ５２０に関して説明したプログラムモジュールの少なくともいく
つかは、リモートメモリストレージデバイスにストアされてもよい。示されたネットワー
ク接続は、典型的な例であり、コンピュータ間の通信リンクを確立する他の手段が使用さ
れてもよい。
【００４９】
図７は、本発明の一実施形態によって実施されたイメージレンダリング装置８００を説明
する。装置８００は、本発明によってコンピュータシステムディスプレイ５４７上にテキ
ストイメージをレンダリングするのに使用される、たとえば、図５のコンピュータシステ
ムのメモリに含まれる種々のルーチンを含む。
【００５０】
本図に示すように、イメージレンダリング装置８００は、グラフィックディスプレイイン
タフェース（ＧＤＩ）８０２、ディスプレイドライバ８３０およびスクリーンバッファ８
３４を含む。
【００５１】
図８は、本発明のイメージレンダリング装置８００のコンポーネントおよびそれらのオペ
レーティングシステム５３５に対する関係を詳細に説明する。図８は、また、アプリケー
ション５３６が、ＧＤＩ８０２に対するテキスト入力８１３の源として、どのように役立
つかを説明する。さらに、図８は、どのようにして、スクリーンフレームバッファ８３４
の生成された内容がディスプレイアダプタ５４８および最後にディスプレイデバイス５４
７に供給されるかを説明する。スクリーンフレームバッファ８３４によって出力された、
処理されたピクセル値から、ディスプレイアダプタ５４８により生成された信号を供給す
ることにより、レンダリングされたテキストイメージがディスプレイデバイス５４７上に
表示される。
【００５２】
図８に示すように、たとえば、ワードプロセッサアプリケーションであるかもしれない、
アプリケーションルーチン５３６は、テキスト出力サブコンポーネント８０１に含まれる
。テキスト出力サブコンポーネント８０１は、ディスプレイデバイス５４７上のレンダリ
ングのために、オペレーティングシステム５３５に対して、矢印８１３として表されるよ
うなテキスト情報を出力する役割を果たす。
【００５３】
オペレーティングシステム５３５は、ディスプレイデバイス５４７上でテキストの表示を
制御する役割を果たす種々のコンポーネントを含む。これらコンポーネントは、ディスプ
レイ情報８１５およびグラフィックディスプレイインタフェース８０２を含む。上述した
ように、ディスプレイ情報８１５は、たとえば、レンダリング中に適用されるスケーリン
グに関する情報を含む。ディスプレイ情報８１５は、また、ガンマ補正情報、前景／背景
カラー情報および／またはカラーパレット情報のような、ディスプレイドライバ８３０に
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よって使用される情報を含む。
【００５４】
グラフィックディスプレイインタフェース８０２は、テキスト同様グラフィックを処理す
る回路および／またはルーチンを含む。これらは、図７に関して上述のように動作する、
グリフキャッシュ・コントローラ８０５、グリフキャッシュ８０９およびタイプラスタ化
器８０４を含む。
【００５５】
グリフキャッシュ８０９は、複数のグリフ８０７、８１１、８１３、８１５をストアする
ために使用される。本発明によって、ストアされたグリフは、以下で説明するように、パ
ックされたピクセル値を用いて表された、たとえば、文字のビットマップイメージである
。グリフは、パックされたピクセル値に加えて文字間隔情報を含んでもよい。ストアされ
たグリフ８０７、８１１、８１３、８１５は、同じ文字の異なるサイズの表現、異なるフ
ォントを用いた同じ文字または異なる文字の表現に対応してもよい。ストアされたグリフ
８０７、８１１、８１３、８１５は、ユーザのカラー前景／背景の選択がディスプレイド
ライバ８３０によって後で適用される、白黒の文字表現である。
【００５６】
ＧＤＩ８０２は、入力として、テキスト情報８１３を受け取る。テキスト情報８１３は、
たとえば、レンダリングされる１文字または複数文字、レンダリング中に使用されるフォ
ントおよび文字がレンダリングされるポイントのサイズを同定する情報を含む。テキスト
情報８１３は、グリフキャッシュ・コントローラ８０３に供給される。グリフキャッシュ
・コントローラ８０３は、レンダリングされる文字が既にグリフキャッシュ８０９にスト
アされているかを判断する。特定のポイントサイズとフォントタイプを持つレンダリング
されるべき文字が既にキャッシュ８０９に存在するとき、グリフキャッシュ・コントロー
ラ８０３は、グリフキャッシュ８０９を制御して、レンダリングされるべき文字に対応す
るグリフを出力する。
【００５７】
レンダリングされるべき文字がグリフキャッシュ８０９にまだ存在しないとき、本発明に
よって、タイプラスタ化器８０４が、パックされたビットマップ、たとえば、グリフ８０
７を生成するのに使用される。ラスタ化器８０４により生成された各グリフは、グリフキ
ャッシュ８０９にストアされ、さらなる処理のために、ディスプレイドライバ８３０へ出
力される。
【００５８】
タイプラスタ化器８０４は、入力されたテキスト情報からパックされたビットマップ表現
、たとえば、グリフを生成する役割を果たす。タイプラスタ化器８０４は、文字データ８
０６およびレンダリングとラスタ化ルーチン８０７を含む。
【００５９】
文字データ８０６は、１つまたは複数の文字セットの高解像度ディジタル表現を提供する
、たとえば、ベクトルグラフィックス、線、点および曲線を含んでもよい。
【００６０】
図３に示したように、高解像度ディジタル表現を生成するために、テキスト生成中の使用
のためにメモリへストアされることができる、データ８０６のようなテキスト文字３０２
を処理することが公知である。そのため、データ８０６の生成３０４およびストア３０６
は、本発明では詳細には説明しない。
【００６１】
レンダリングおよびラスタ化ルーチン８０７は、スケーリングサブルーチン８０８、ヒン
ティングサブルーチン８１０および走査変換サブルーチン８１２を含む。スケーリング、
ヒンティングおよび走査変換ルーチンおよびサブルーチンは、スクリーンＲＧＢピクセル
サブコンポーネントを、レンダリングされるイメージの異なる部分を表すのに使用される
ことができる個別の光度エンティティとして、考慮し、利用し、または、扱う。これらル
ーチン８０８、８１０および８１２は、図９に関して詳細に説明する。
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【００６２】
ディスプレイドライバ８３０は、図７の実施形態において、複数のイメージ処理操作を実
施するために使用される、事前に計算されたルックアップテーブル８３１のセットを含む
。
【００６３】
ディスプレイドライバ８３０は、入力グリフとして、たとえば、ＧＤＩ８０２により出力
されたグリフ８０７およびディスプレイ情報８１５を受け取る。ディスプレイ情報８１５
は、たとえば、前景／背景カラー情報、ガンマ値、カラーパレット情報およびピクセル値
フォーマット情報を含む。ディスプレイ情報８１５は、テーブルのセット８３１に含まれ
るルックアップテーブルの１つが、任意の時に使用されるであろう、どれかを選択するの
に使用される。
【００６４】
テーブルのセット８３１のルックアップテーブルは、処理されるグリフを表すのに使用さ
れるパックされたピクセル値を、処理されたピクセル値に変換するのに使用される。処理
されたピクセル値は、ディスプレイアダプタ５４８および／またはディスプレイデバイス
５４７によって使用される形式である。たとえば、処理されたピクセル値は、たとえば、
８ビットＲ、ＧおよびＢの光度値、または、任意の使用できるビット数の光度値、または
、たとえば、ディスプレイアダプタ５４８および／またはディスプレイデバイス５４７に
よって利用される任意のビット数を有することができるパレット索引値であってもよい。
【００６５】
各ルックアップテーブルは、各々の可能性のあるパックされたピクセル値に対して１つの
エントリを含む。１８０の可能なパックされたピクセル値の典型的な場合において、ルッ
クアップテーブルは、ルックアップテーブルエントリを表すＮ番目の配列要素が、Ｎ番目
の可能性のあるパックされたピクセル値に対応するように配列された１８０のエントリの
配列を有するであろう。パレット化されたディスプレイ実施形態の場合、各テーブルエン
トリは、単一カラーパレット値を有する。
【００６６】
他の実施形態において、各エントリは、Ｒ、Ｇ、Ｂピクセルサブコンポーネント光度値の
セットを含む。各出力ピクセル値、すなわち、パレット値またはピクセルサブコンポーネ
ント光度値は、出力ピクセル値が、対応するパックされたピクセル値を入力として用いて
、実装されたディスプレイドライバ処理操作を実行することにより生成される、事前に計
算された値である。
【００６７】
図７は、エントリの配列８３５を有するルックアップテーブル８３２を示す。１つのエン
トリ８３５が各々可能性のあるピクセル値に対し提供される。ブロック８３３は、テーブ
ル８３２内の要素８３５の配列位置を表す。本発明によれば、パックされたピクセル値と
して特定された配列位置に対応する配列エントリは、パックされたピクセル値を入力とし
て用いたルックアップ操作の実施に応答して出力される。そのため、パックされたピクセ
ル値８３３をルックアップテーブル８３２への索引として使用することにより、１つまた
は複数のピクセル値を含む適切なルックアップテーブルエントリが得られる。ディスプレ
イドライバルックアップテーブル操作を通して生成されたピクセル値は、ディスプレイア
ダプタ５４８に出力される前にスクリーンフレームバッファ８３４にストアされる。これ
らピクセル値は、１つまたは複数の処理操作、たとえば、ガンマ補正、カラーフィルタリ
ングおよび／またはパレット選択操作の結果を表すため、処理されたピクセル値と呼ばれ
る場合がある。
【００６８】
ピクセル値をストアするためにスクリーンバッファ８３４を使用することにより、たとえ
ば、テキストストリングの単一イメージがいくつかの異なる文字を表すグリフから生成さ
れることができる。
【００６９】
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グリフに含まれるパックされたピクセル値をルックアップテーブル８３２への索引として
使用することにより、カラーパレット値またはＲ、ＧおよびＢのピクセルサブコンポーネ
ント光度値のいずれかを含む処理されたピクセル値のセットが、取り付けられたディスプ
レイアダプタおよび／またはディスプレイデバイスによって利用される形式で得られる。
【００７０】
図７の実施形態において、ルックアップテーブル８３２に含まれる、処理されたピクセル
値は、事前に計算される。すなわち、ディスプレイドライバ８３０で使用される前に計算
される。処理されたピクセル値を事前に計算することにより、ガンマ補正、カラー補償お
よび／またはパレット選択操作をイメージレンダリング中にリアルタイムで実施する必要
が避けられる。
【００７１】
図８において、破線のボックス８３３は、ディスプレイドライバ８３０を実現するのに使
用することができるピクセル値ルックアップテーブル法に対する別法を提示する。ブロッ
ク８３３は、処理されたピクセル値を、ディスプレイアダプタ５４８および／またはディ
スプレイ５４７による使用に適したフォーマットで生成するために、入力としてパックさ
れたピクセル値を用いて実施されることができる、ガンマ補正、カラー補償および／また
はパレット選択操作を表す。
【００７２】
種々のパレット化ディスプレイ実施形態において、ディスプレイアダプタ５４８は、しば
しばハードウェアで実現されるカラーパレットの使用を通して、ディスプレイドライバル
ックアップテーブル操作を介して得られたカラーパレット値を実際のＲ、Ｇ、Ｂの光度値
に変換する。
【００７３】
本発明のスケーリング、ヒンティングおよび走査変換サブルーチン８０８、８１０、８１
２の各々により実施される操作は、図９を参照して説明する。
【００７４】
図９は、本発明によって、表示のためにテキストをレンダリングするのに使用されるレン
ダリングおよびラスタ化ルーチン８０７を示す。本図に示すように、ルーチン８０７は、
このルーチンが、たとえばオペレーティングシステム５３５の下で、アプリケーション５
３６からのテキスト情報の受取りに応答して、実行されるステップ９０２で始まる。ステ
ップ９０４において、入力がテキストレンダリングおよびラスタ化ルーチン８０７により
受け取られる。入力は、アプリケーション５３６から得られるテキスト、フォントおよび
ポイントサイズ情報９０５を含む。さらに、入力は、ディスプレイ情報８１５を含む。デ
ィスプレイ情報８１５は、たとえば、スケーリング情報、前景／背景カラー情報、ガンマ
値、ピクセルサイズ情報、カラーパレット情報および／またはディスプレイアダプタ／デ
ィスプレイデバイスピクセル値フォーマット情報を含む。ディスプレイ情報８１５は、オ
ペレーティングシステム５３５によりメモリ５２２にストアされたモニタ設定値から得ら
れることとしてもよい。
【００７５】
ステップ９０４にて受け取られた入力は、また、表示されるテキスト文字８０６の、たと
えば、線、点および／または曲線の形での、高解像度表現を含む。
【００７６】
ステップ９０４にて入力が受け取られると、操作は、スケーリングサブルーチン８０８が
オーバーサンプリングを含むスケーリング操作を実施するのに使用されるステップ９１０
に進む。本発明の１つの典型的な実施形態によれば、非正方スケーリングが、各ピクセル
エレメントに含まれるピクセルサブコンポーネントの方向および／または数の関数として
実施される。特に、高解像度文字データ８０６、たとえば、受け取られたテキストおよび
フォント情報により特定されて表示される、文字の線および点表現は、ストライピングの
方向よりもストライピングに垂直な方向に、より大きな倍率でスケーリングされる。これ
によって、本発明によって個々のピクセルサブコンポーネントを独立した光度源として使
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用することにより達成することができる、より高い解像度を、その後のイメージ処理操作
が利用できる。
【００７７】
したがって、データが表示されるデバイスとして図１で説明するタイプのディスプレイが
使用されるとき、スケーリングは、垂直方向で実施されるよりも大きな割合で水平方向に
実施される。
【００７８】
垂直および水平のイメージ方向の間のスケーリングの差は、使用されるディスプレイおよ
び実施される、その後の走査変換およびヒンティング工程に依存して変わることができる
。ステップ９０４で得られるスケーリング情報を含むディスプレイ情報は、所定の実施形
態において実施されるスケーリングを決定するステップ９１０にて使用される。
【００７９】
ほとんどの場合、文字またはイメージのスケーリングは、その必要はないけれども、赤、
緑および青のストライプをさらに分割することによって、その後の加重走査変換操作を提
供できる割合で、ストライピングに垂直な方向に実施される。加重走査変換操作が適用さ
れる場合、スケーリングは、使用されるＲＧＢストライピングおよび重み付けの関数とし
て実施される。赤のピクセルコンポーネントが重み５を割り当てられ、緑のピクセルサブ
コンポーネントが重み９を割り当てられ、そして、青のピクセルサブコンポーネントが重
み２を割り当てられる、垂直ストライピングを持つ一実施形態において、スケーリングは
、ｙ方向に１の割合で、ｘ方向に１６の割合で実施される。
【００８０】
図１１は、図１に示したような、垂直ストライピングを持つモニタ上で文字（ｌｅｔｔｅ
ｒ）を表示することを見越して、文字ｉ１００２の高解像度表現で実施されたスケーリン
グ操作を示す。この例において、水平（Ｘ）方向のスケーリングは×１６の割合で適用さ
れるが、垂直（Ｙ）方向のスケーリングは×１の割合で適用されていることに留意された
い。これによって、元の文字１００２と高さがちょうど同じだが、１６倍幅の広いスケー
リングされた文字１００８が得られる。
【００８１】
再び図９を参照すると、スケーリング操作がステップ９１０で完了すると、操作は、たと
えば、ヒンティングサブルーチン８１０を実行することにより、スケーリングされたイメ
ージのヒンティングが実施されるステップ９１２へ進む。ヒンティング工程を述べるため
に、グリッド・フィッティング（ｇｒｉｄ－ｆｉｔｔｉｎｇ）、という言葉が使われるこ
とがある。
【００８２】
ヒンティング操作は、図１２に示されている。図１２は、垂直ストライピングを持つモニ
タ上に表示されることを目的とした、スケーリングされた文字１００８のヒンティング操
作を示す。
【００８３】
ヒンティングは、その後の走査変換操作の一部として使用される、スケーリングされた文
字、たとえば、グリッド１１０４内の文字１００８のアラインメントを含む。ヒンティン
グは、また、イメージがよりよくグリッドの形状に一致するように、イメージの輪郭の歪
曲を含む。グリッドは、ディスプレイデバイスのピクセルエレメントの物理的サイズとそ
の後の走査変換操作中に適用される任意の重み付けの関数として決定される。
【００８４】
本発明は、ピクセルサブコンポーネント境界を、文字が調整されることができるか、また
は、させられるべき境界または文字の輪郭が調整されるべき境界として扱う。
【００８５】
本発明のヒンティング工程は、利用できるピクセルサブコンポーネントを用いて、文字の
正確な表示を最適化することを目的とするように、グリッド内で、たとえば、ピクセルま
たはピクセルサブコンポーネント境界に沿って、または、その中で、文字のスケーリング
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された表現をアラインメントすることを含む。多くの場合、これは、文字の軸（ｓｔｅｍ
）の左端を左側ピクセルまたはサブピクセルコンポーネント境界に揃えること、および文
字のベースの底部をピクセルコンポーネントまたはサブコンポーネント境界に沿って揃え
ることを含む。
【００８６】
実験結果によれば、垂直ストライピングの場合、文字の軸が青または緑の左端を持つよう
に調整された幹を持つ文字は、通常、赤の左端を持つように調整された軸を持つ文字より
、はっきりと判読できる傾向にある。そのため、少なくともいくつかの実施形態では、垂
直ストライピングを持つスクリーン上に表示される文字のヒンティング中は、ヒンティン
グ工程の一部として、軸に対して、赤の左端よりも青または緑の左端が有利である。
【００８７】
水平ストライピングの場合、文字のベースの底部が赤または青の底端を持つように調整さ
れた文字は、通常、緑の底端を持つように調整されたベースを持つ文字より、はっきりと
判読できる傾向にある。そのため、少なくともいくつかの実施形態では、水平ストライピ
ングを持つスクリーン上に表示される文字のヒンティング中は、ヒンティング工程の一部
として、緑の底端よりも赤または青の底端が有利である。
【００８８】
図１２は、スケーリングされたイメージ１１０８に対するヒンティング操作の適用を示す
。ヒンティング工程の一部として、スケーリングされたイメージ１１０８は、グリッド１
１０４上に配置され、グリッド形状によりよく一致し、所望の程度の文字間隔を得るため
に、その位置および輪郭が調整される。図１２の文字（ｌｅｔｔｅｒ）Ｇ．Ｐ．は、グリ
ッド配置ステップを示し、ヒンティングという言葉は、ヒンティング工程の輪郭調整およ
び文字間隔設置部を示すのに使用される。
【００８９】
ヒンティング工程がステップ９１２で完了すると、本発明によって、たとえば、以下で説
明する走査変換サブルーチン８１２を実行することにより、走査変換操作が実施されるス
テップ９１４へ操作が進む。いくつかの実施形態において、走査変換操作は、以下で説明
するように、加重走査変換操作である。
【００９０】
走査変換は、文字を表すスケーリングされた幾何形状のビットマップイメージへの変換を
含む。通常の走査変換操作は、スケーリングされたイメージの対応する部分がマッピング
される個々のユニットとしてピクセルを扱う。そのため、通常の走査変換操作の場合、ス
ケーリングされたイメージの一部がマッピングされる、ピクセルエレメントのＲＧＢピク
セルサブコンポーネントの各々とともに使用される光度値を決定するために、イメージの
同じ部分が使用される。図３は、ビットマップとして表されるイメージのサンプリングお
よびサンプリングされた値からの光度値の生成を含む公知の走査変換工程の典型例である
。
【００９１】
本発明によって、ピクセルのＲＧＢピクセルサブコンポーネントは、独立した光度エレメ
ントとして扱われる。したがって、各ピクセルサブコンポーネントは、スケーリングされ
たイメージの異なる部分がマッピングされる個別の光度コンポーネントとして扱われる。
したがって、本発明により、スケーリングされたイメージの異なる部分が、公知の走査変
換手法で可能であるより高い解像度を提供する、異なるピクセルサブコンポーネントにマ
ッピングされることができる。すなわち、種々の実施形態において、スケーリングされた
イメージの異なる部分が、各ピクセルサブコンポーネントとともに使用される光度値を独
立に決定するために使用される。
【００９２】
図６は、本発明の一実施形態によって実施される典型的な走査変換操作を示す。本図に示
す実施形態において、グリッド６２０によって表されるイメージの異なるイメージサンプ
ル６２２、６２３、６２４は、生成されるビットマップイメージ６３０の対応する部分６
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３２、６３３、６３４と関連する赤、緑および青の輝度値を生成するために使用される。
図６の例において、赤および青のイメージサンプルは、緑のサンプルから、各々、－１／
３と＋１／３のピクセル幅だけ遠くへ変位している。したがって、図３に説明する公知の
サンプリング／イメージ表現方法に関して発生する変位の問題が避けられる。
【００９３】
走査変換操作の一部として、赤、緑および青（Ｒ、Ｇ、Ｂ）のルミナンス輝度（ｌｕｍｉ
ｎａｎｃｅ　ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）値が各ピクセルサブコンポーネントに対して生成され
る。これらは、個別の、赤、緑および青の光度レベルの形式で表現されてもよい。重み付
けのない走査変換操作において、Ｒ、Ｇ、Ｂ輝度レベルは、通常、０または１である。重
み付け走査変換操作において、Ｒ、ＧおよびＢのピクセルサブコンポーネントの１つまた
は複数に対して、通常、２より大きい輝度レベルが提供される。
【００９４】
多くのシステムにおいて、ディスプレイアダプタ５４８および／またはディスプレイデバ
イス５４７に対してピクセルサブコンポーネント光度値を特定するのに使用される数に対
応するビット数を持つ、３つの個別の量として、Ｒ、ＧおよびＢの光度値が特定され、ス
トアされ、そして処理される。たとえば、多くのシステムは、個別のＲ、ＧおよびＢの光
度値を表すために、８ビット量を使用する。そうした実施形態の結果として、Ｒ、Ｇ、Ｂ
の光度値の処理は、１ピクセル当たり２４ビットのストア、処理および転送を必要とする
。
【００９５】
メモリ、処理およびバス帯域までもが制限された資源であるデバイス、たとえば、ポータ
ブルコンピュータおよびハンドヘルドコンピューティングデバイスの場合、全レンダリン
グ工程を通して各Ｒ、Ｇ、Ｂの光度値を表すための８ビットの使用は、利用できる資源に
対してかなりの負荷を与えることになる。
【００９６】
本発明の一特徴によれば、グリフを処理し、ストアするのに要求される、メモリを含む資
源を減らすために、個別のＲ、ＧおよびＢの光度値が、変換、たとえば、単一の数に圧縮
される。本明細書では、ピクセルに関する、Ｒ、ＧおよびＢの光度値の単一値へのパッキ
ングを表すため、この数をパックされたピクセル値と呼ぶ。ピクセルのＲ、Ｇ、Ｂの光度
レベルを表すのに使用される数の範囲、たとえば、パックされたピクセル値の範囲は、各
々の可能なＲ、Ｇ、Ｂの光度レベルの組み合わせが、一意に特定されることができるよう
に、十分に大きく選択される。
【００９７】
したがって、Ｒ、Ｇ、Ｂの光度レベルの組み合わせを表すのに使用される、パックされた
ピクセル値の全数は、少なくとも、提供される赤の輝度レベルの全数に、提供される緑の
輝度レベルの全数を乗じ、さらに、提供される青の輝度レベルの全数を乗じた値と同じ大
きさであるべきである。
【００９８】
メモリアクセス、処理およびデータ転送操作の観点から、しばしば、ｂｙｔｅ、すなわち
８ビット量で考えるのが都合がよいため、提供されるＲ、Ｇ、Ｂの輝度レベルの組み合わ
せの全数は、８ビット量またはその倍数として特定されることができるのが望ましい。ハ
ンドヘルドコンピューティングデバイスにおいては、３つのＲ、Ｇ、Ｂの光度値の１ピク
セル当たり８ビットの単一表現が特に望ましい。これは、全部で１ピクセル当たり２４ビ
ットを必要とする１ピクセル当たり８ビットのサブコンポーネント光度値を使用する実施
形態に比べ、メモリなどの観点から、かなり節約になるためである。
【００９９】
一般的にイメージ、特に、テキストイメージをレンダリングすることに関する資源の負荷
を制限するために、本発明の１特徴は、ピクセルに関連する個別のＲ、ＧおよびＢの光度
値をパックされたピクセル値に変換することに向けられている。このような実施形態にお
いて、グリフは、たとえば、３つの個別の８ビットＲ、ＧおよびＢの光度値に対抗するも
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のとして、パックされたピクセル値を用いて、表され、ストアされる。処理は、光度値が
ディスプレイアダプタ５４８に供給される前に、パックされたピクセル値がディスプレイ
デバイス５４７により使用される形式の個別のＲ、ＧおよびＢのルミナンス（ｌｕｍｉｎ
ａｎｃｅ）値に変形または変換されることにより、パックされたピクセル値表現上で実施
されてもよい。本発明によれば、個別のＲ、ＧおよびＢの光度レベルをパックされたピク
セル値に変換する工程は、走査変換操作の一部として実施されてもよい。
【０１００】
図１５で説明するテーブル１５００のような、簡単なルックアップテーブルは、一実施形
態において、ピクセルに関連する個別のＲ、Ｇ、Ｂの光度レベルとパックされたピクセル
値の間で変換するのに使用される。
【０１０１】
本図に示すように、テーブル１５００は、全部でＮ（０～Ｎ－１）のパックされたピクセ
ル値エントリ１５０２、１５０４、１５０６を含む。Ｎは、ピクセルエレメントに割り当
てることができる、可能なＲ、ＧおよびＢ光度レベルの組合わせの全数である。各々のパ
ックされたピクセル値エントリ１５０２、１５０４、１５０６に関連するのは、各々、対
応するＲ、ＧおよびＢの光度レベルの組み合わせ１５０１、１５０３、１５０５である。
Ｒの光度値は、０からＲＰ－１へ変わる。ここで、ＲＰは赤の光度レベルの最大可能数で
ある。Ｇの光度値は、０からＧＰ－１へ変わる。ここで、ＧＰは緑の光度レベルの最大可
能数である。Ｂの光度値は、０からＢＰ－１へ変わる。ここで、ＢＰは青の光度レベルの
最大可能数である。
【０１０２】
Ｒ、ＧおよびＢの光度レベルの組み合わせとパックされたピクセル値の間の変換は、ルッ
クアップテーブル１５００への索引として、ピクセルエレメントに関連するＲ、Ｇおよび
Ｂの光度レベルを用いることにより実施されることができる。たとえば、Ｒ、ＧおよびＢ
の光度レベル１、０、０を用いて、テーブル１５００への索引としてのエントリ１５０１
は、出力される値１を持つ、関連するパックされたピクセル値エントリ１５０２をもたら
す。同様に、パックされたピクセル値は、テーブル１５００への索引としてパックされた
ピクセル値を用い、パックされたピクセル値に関連するＲ、ＧおよびＢの光度レベルエン
トリを出力することにより、テーブル１５００を用いて、Ｒ、Ｇ、Ｂの光度値に変換され
てもよい。
【０１０３】
テーブル１５００を用いる代わりに、数学の関数によってＲ、Ｇ、Ｂの光度レベル値とパ
ックされたピクセル値の間の関係を表現し、関数を用いて、パックされたピクセル値とＲ
、Ｇ、Ｂの光度レベル値の間を変換することが可能である。一実施形態において、このよ
うな関数は、ソフトウェアで実現され、Ｒ、Ｇ、Ｂの光度レベル値とパックされたピクセ
ル値の間を変換するために実行される。
【０１０４】
ＲＧＢストライピングに垂直な方向のオーバーサンプリングが１６倍で提供されている、
典型的な一実施形態において、６の赤の光度レベル、たとえば、レベル０～５が使用され
、１０の緑の光度レベル、たとえば、レベル０～９が使用され、３の青の光度レベル、た
とえば、レベル０～２が使用される。これにより、全部で（６×１０×３）１８０の可能
なＲ、ＧおよびＢの光度レベルの組み合わせが得られる。このような実施形態において、
Ｎは１８０に等しく、ルックアップテーブル１５００は、パックされたピクセル値０～１
７９を含むであろう。このような実施形態に対して、Ｒ、Ｇ、Ｂの光度レベルとパックさ
れたピクセル値の間を変換する適当な方程式は、
パックされたピクセル値＝（Ｒ×３０）＋（Ｇ×３）＋Ｂ
である。ここで、Ｒ、ＧおよびＢは、ピクセルサブコンポーネント輝度レベル値である。
【０１０５】
提供されるＲ、ＧおよびＢの光度レベルの数が、通常、走査変換操作中にＲ、ＧおよびＢ
の光度レベルを決定するために使用されるセグメントの数の関数であることに留意された
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い。また、１８０の可能なＲ、Ｇ、Ｂの光度レベルの組み合わせが提供される典型的な実
施形態において、パックされたピクセル値０～１７９の各々は、８ビット量を用いて表さ
れることに留意されたい。これは、個別の８ビット値が使用され、Ｒ、Ｇ、Ｂの組み合わ
せについて、全部で２４ビットを使用する実施形態に比べて、ストレージ要求の観点から
かなりの節約を表す。
【０１０６】
図１０は、本発明によって実装された典型的な走査変換ルーチン８１２を示す。ルーチン
８１２は、これがロードされ、たとえば、ＣＰＵ５２１により実行されたときに、ステッ
プ８５０で始まる。操作は、ステップ８５０から、ルーチン８１２が走査変換操作が実施
されるはずのスケーリングされたイメージデータ８５２を受け取るステップ８５４へ進む
。スケーリングされたイメージデータは、通常、複数のピクセルに関連するイメージデー
タを含む。各ピクセルに対応するスケーリングされたイメージデータは、光度レベル決定
ステップ８５６、８５８および８６０により、個別に処理される。これらのステップ８５
６、８５８および８６０は、並列に実施されるように示されているが、これらは、順次に
実施されてもよい。
【０１０７】
ステップ８５６にて、処理されるピクセルセグメントに対応する、赤のピクセルサブコン
ポーネントとともに使用される光度レベルが決定される。これは、たとえば、スケーリン
グされたイメージを調べることにより、「オン」されるはずの赤のピクセルサブコンポー
ネントセグメントの数を決定することにより行われる。
【０１０８】
ステップ８５８にて、処理されるピクセルセグメントに対応する、緑のピクセルサブコン
ポーネントとともに使用される光度レベルが決定される。これは、たとえば、スケーリン
グされたイメージを調べることにより、「オン」されるはずの緑のピクセルサブコンポー
ネントセグメントの数を決定することにより行われる。
【０１０９】
ステップ８６０にて、処理されるピクセルセグメントに対応する、青のピクセルサブコン
ポーネントとともに使用される光度レベルが決定される。これは、たとえば、スケーリン
グされたイメージを調べることにより、「オン」されるはずの青のピクセルサブコンポー
ネントセグメントの数を決定することにより行われる。
【０１１０】
ステップ８５６、８５８、８６０は、処理されるピクセルセグメントに対応するピクセル
エレメントのＲ、Ｇ、Ｂピクセルサブコンポーネントに対するＲ、ＧおよびＢの光度レベ
ル値のセットを生成する。
【０１１１】
ピクセルエレメントに対してＲ、Ｇ、Ｂの光度レベル値が決定されると、操作はステップ
８６２へ進む。ステップ８６２にて、Ｒ、Ｇ、Ｂの光度値のセットは、たとえば、テーブ
ル１５００のようなルックアップテーブルまたはＲ、Ｇ、Ｂの値のセットとパックされた
ピクセル値の間を変換する関数を用いて、パックされたピクセル値に変換される。
【０１１２】
ステップ８６３にて、スケーリングされたイメージの全てのピクセルセグメントが処理さ
れたかについて、判断される。スケーリングされたイメージセグメントに対応するデータ
が処理されるために残っているとき、次のピクセルセグメントに対応するスケーリングさ
れたイメージデータが処理されるように、操作が再びステップ８５６、８５８、８６０へ
進む。
【０１１３】
ステップ８６３にて、スケーリングされたイメージの全てのピクセルセグメントが処理さ
れたとき、操作はステップ８６４へ進む。ステップ８６４にて、グリフを表す、生成され
、パックされたピクセル値は、グリフキャッシュ８０９および／またはディスプレイドラ
イバ８３０へ出力される。ステップ８６４におけるパックされたピクセル値の出力後、走
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査変換サブルーチン８１２は、サブルーチン８１２の再実行まで、ステップ８６６にて停
止する。
【０１１４】
図１３は、垂直ストライピングを持つディスプレイデバイス上の表示のために、ヒンティ
ングされたイメージ１０１８上で実施される加重走査変換操作を説明する。イメージセグ
メントが「オン」か「オフ」かを判定するのに多くの公知の方法がある。
【０１１５】
図１３に示す例において、白は、走査変換操作によって生成されるビットマップイメージ
において「オフされ」ているピクセルサブコンポーネントを示すのに使用される。「オン
」されているピクセルサブコンポーネントは、点描法を用いて示されている。点描法が密
であるほど、点を付けたピクセルサブコンポーネントの光度が低い。
【０１１６】
黒いテキストの場合、「オン」は、ピクセルサブコンポーネントが光を出力しないか、ま
たは、最小の可能な光度で光を出力するように、ピクセルサブコンポーネントに関連する
輝度値が制御されることを意味する。白い背景ピクセルを仮定すると、「オン」していな
いサブコンポーネントは、全ての光出力を出力させられるであろう輝度値が割り当てられ
るであろう。全部「オン」および全部「オフ」の間のグラデーションは、イメージが、ピ
クセルサブコンポーネントについて複数のセグメントを持つグリッド上に配置されるとき
に可能である。この場合、所定のサブコンポーネントに対して「オン」であるべきセグメ
ントの数のカウントが決定される。「オン」であるイメージセグメントの数は、光度レベ
ル値である。このような値は、対応するピクセルサブコンポーネントに対して使用される
光度を示す。ピクセルサブコンポーネントを表すＭセグメントの使用により、Ｍ＋１の光
度レベル、すなわち、０個の「オン」のセグメントからＭ個の「オン」のセグメントに対
応するレベルを提供する。
【０１１７】
ピクセルサブコンポーネントに対応するイメージのセグメントが、スケーリング中に「オ
ン」と考えられるべきかを判定する第１の手法は、スケーリンググリッドの一部により表
される、ピクセルサブコンポーネントにマッピングされるスケーリングされたイメージセ
グメントが、表示されるべきイメージのスケーリングされた表現の中にあるかを判定する
ことである。別の手法は、ピクセルサブコンポーネントにマッピングされるスケーリング
されたイメージセグメントの５０％またはそれ以上が、表示されるイメージにより占有さ
れているかを判定することである。占有されている場合、イメージセグメントは、「オン
」されていると考えられる。
【０１１８】
重み付けが適用されるとき、スケーリングされたイメージの異なるサイズの領域が、特定
のピクセルサブコンポーネントが「オン」、「オフ」またはその間の値になるべきかを判
定するのに使用される。
【０１１９】
上述したように、人間の目は、異なるカラー光源からの光輝度を異なる割合で知覚する。
赤、緑および青のピクセルサブコンポーネントが最大の光度出力に設定されることから得
られる、白ピクセルの知覚されるルミナンスに対して、緑は約６０％、赤は約３０％およ
び青は約１０％寄与する。この理由で、多くの実施形態において、資源、たとえば、光度
レベルを割り当てるとき、より多くの輝度レベルがしばしば青または赤よりも緑に割り当
てられる。さらに、より多くの輝度レベルがしばしば青よりも赤に割り当てられる。しか
し、いくつかの実施形態においては、等しい数の輝度レベルが赤、緑および青ピクセルサ
ブコンポーネントに対して割り当てられる。
【０１２０】
図１３に示した典型的な実施形態においては、水平方向オーバーサンプリングの結果とし
て、１６イメージセグメントが各ピクセルエレメントに対応する。したがって、図１３に
おいて、ピクセルセグメントは１６イメージセグメントを有する。ピクセルエレメントに



(22) JP 4907768 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

関連する１６イメージセグメントからの、５が赤のピクセルサブコンポーネントに対応す
るとして割り当てられる。これらは、本明細書において、赤のイメージセグメントと呼ば
れる。１６ピクセルセグメントのうち９が緑のピクセルサブコンポーネントに割り当てら
れる。これらは、本明細書において、緑のイメージセグメントと呼ばれる。１６イメージ
セグメントからの残りの２は、青のピクセルサブコンポーネントに割り当てられる。これ
らは、本明細書において、青のイメージセグメントと呼ばれる。このセグメントの割り当
ては、赤６、緑１０、青３のサブコンポーネント輝度レベルを提供する。
【０１２１】
他のイメージセグメント割り当てが可能である、そして、いくつかの実施形態では、セグ
メントの同じ数、たとえば、２または３セグメントがピクセルサブコンポーネントに対し
て割り当てられる。
【０１２２】
図１３の走査変換例において、ピクセルセグメントは、イメージの輪郭内に少なくとも５
０％があれば、「オン」と考えられる。図１３に示した走査変換操作により、本発明によ
れば、パックされたピクセル値のセットとしてストアされる、ビットマップイメージ１２
０３が得られる。ビットマップイメージカラムＣ１～Ｃ４の各ピクセルサブコンポーネン
トが１６のイメージセグメントの異なるセットからどのように決定されるかに留意された
い。また、個々のピクセルサブコンポーネントの輝度が、個々の赤、緑および青のピクセ
ルサブコンポーネントに対応する「オン」のセグメントの数に依存して、どのように変化
するかに留意されたい。
【０１２３】
図１４は、スケーリングされ、ヒンティングされたイメージ１０１８の第４番目の行１４
００上における加重走査変換操作を実施した結果を説明する。図１４において、Ｒ、Ｇ、
Ｂのピクセルサブコンポーネントの各々に対するＲ、Ｇ、Ｂのピクセルセグメントのカウ
ントは、対応するピクセルサブコンポーネントのすぐ下の行１４０２に示される。値１４
０２は、走査変換サブルーチン８１２のステップ８５６、８５８、８８０にて決定される
。
【０１２４】
レンダリングされる文字のイメージは、ピクセル（Ｃ１，Ｒ４）および（Ｃ４，Ｒ４）に
対応するセグメントを通らない。したがって、これらピクセルエレメントに関連するセグ
メントのどれもが、「オン」でなく、Ｒ、ＧおよびＢのサブコンポーネントセグメントの
カウントの全てが、これら２つのピクセルに対してゼロであるため、（０，０，０）のＲ
、ＧおよびＢ値が得られる。
【０１２５】
ピクセルエレメント（Ｃ２，Ｒ４）に関して、スケーリングされたイメージに対して走査
変換ステップ８５６、８５８、８８０を実施することにより得られる光度レベルは、イメ
ージの輪郭内に０個の赤のピクセルサブコンポーネントセグメントがあり、イメージの輪
郭内に少なくともその５０％がある７個の緑のピクセルサブコンポーネントセグメントが
あり、そして、イメージの輪郭内に少なくともその５０％がある２個の青のピクセルサブ
コンポーネントセグメントがあるため、（０，７，２）である。
【０１２６】
ピクセルエレメント（Ｃ３，Ｒ４）に関して、スケーリングされたイメージに対して走査
変換操作を実施することにより得られる光度レベルは、イメージの輪郭内に少なくともそ
の５０％がある４個の赤のピクセルサブコンポーネントセグメントがあり、イメージの輪
郭内に少なくとも５０％がある、０個の緑のピクセルサブコンポーネントセグメントがあ
り、そして、イメージの輪郭内に少なくとも５０％がある、０個の青のピクセルサブコン
ポーネントセグメントがあるため、（４，０，０）である。
【０１２７】
Ｒ、Ｇ、Ｂの光度ピクセルサブコンポーネント値（０，０，０）、（０，７，２）、（４
，０，０）および（０，０，０）は、本発明によって、走査変換サブルーチン８６２にて
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、各々、パックされたピクセル値０、２３、１２０、０に変換される。
【０１２８】
これは、変換操作を実施するルックアップテーブルを用いることにより行われてもよい。
しかし、Ｒ、ＧおよびＢのピクセルサブコンポーネント光度レベル値をパックされたピク
セル値に関連付ける方程式を用いることにより行われることができる。赤６、緑１０およ
び青３の光度レベルを提供するため、Ｒ、Ｇ、Ｂピクセルサブコンポーネント光度レベル
値の１８０の可能な組み合わせが存在する一実施形態において、Ｒ、Ｇ、Ｂの光度レベル
値の各々のセットは、方程式
パックされたピクセル値＝（Ｒ×３０）＋（Ｇ×３）＋Ｂ
を用いて、単一のパックされたピクセル値に変換される。ここで、Ｒ、ＧおよびＢは、ピ
クセルサブコンポーネント輝度レベル値である。
【０１２９】
行１４０４は、各ピクセルエレメント（Ｃ１，Ｒ４）、（Ｃ２，Ｒ４）、（Ｃ３，Ｒ４）
、（Ｃ４，Ｒ４）に対して生成されたパックされたピクセル値を説明する。
【０１３０】
走査変換サブルーチン８１２により生成されグリフは、要求されたときに表示するため、
ディスプレイドライバ８３０にキャッシュされ、出力される。ディスプレイドライバはグ
リフを処理する。処理中に、グリフに含まれるパックされたピクセル値は、ディスプレイ
アダプタ５４８および／またはディスプレイデバイス５４７により使用されるフォーマッ
トを持つ、処理されたピクセル値を生成するのに使用される。ディスプレイドライバによ
り生成され、処理されたピクセル値は、ストアされ、他の文字またはイメージと組み合わ
されて、ディスプレイ５４７上に表示される、複合イメージ、たとえば、文字列を形成す
るスクリーンフレームバッファ８３４にロードされる。ディスプレイが更新される必要が
あるとき、スクリーンフレームバッファ８３４は、ディスプレイアダプタ５４８に、そこ
にストアされた、処理されたピクセル値を出力する。ディスプレイアダプタは、ディスプ
レイ５４７上にイメージを生成するためにこれらの値を使用する。
【０１３１】
ディスプレイドライバ８３０は、スクリーンフレームバッファ８３４に出力される、処理
されたピクセル値を生成するときに、ガンマ補正、カラー補償（カラーフィルタリング）
および／またはパレット選択を含む複数の処理操作を実施する。ディスプレイドライバ８
３０により実施される操作は、種々の実施される操作を列挙するブロック８３３により表
されるような、一連の順次イメージ処理操作として実装されてもよい。
【０１３２】
デバイスドライバ処理の実行を促進するために、本発明の特定の一実施形態は、ルックア
ップテーブル８３２、８３２′、８３２″のセット８３１を含む。ルックアップテーブル
は、エントリの配列を含み、各エントリは、ディスプレイドライバ処理操作のセット、た
とえば、ガンマ補正、カラー補償および／またはパックされたピクセル値に対するパレッ
ト選択を実施することから得られる、１つまたは複数の事前計算されたピクセル値を含む
。上述したように、ルックアップテーブル８３２、８３２′、８３２″のピクセル値が、
いくつかの処理操作の結果であるため、これらは、しばしば、処理されたピクセル値と呼
ばれる。処理されたピクセル値の異なるセット８３２、８３２′、８３２″は、ディスプ
レイドライバ８３０により実施されるであろう処理操作の各々のセットのために含まれる
。たとえば、異なるルックアップテーブルは、選択されるであろう各カラーパレットのた
めに含まれる。したがって、１つのルックアップテーブルが、インターネットおよび選択
されたインターネットカラーパレットを用いるアプリケーションに対して使用され、他の
テーブルが別のカラーパレットに依存するテキストアプリケーションに対して使用される
であろう。異なるルックアップテーブルは、また、提供される、異なる処理されたピクセ
ル値フォーマットのために含まれる。たとえば、１つのルックアップテーブルは、赤、緑
および青のピクセルサブコンポーネント光度値の各々を特定する８ビットを使用して、処
理されたピクセル値の１セット当たり全部で２４ビットを使用する、処理されたピクセル
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値を出力することができるし、別のフォーマットは、処理されたピクセル値の１セット当
たりわずか１６ビットを使用することができる。
【０１３３】
異なるルックアップテーブルは、また、たとえば、異なるディスプレイデバイスに対して
使用される異なるガンマ補正値を備える。
【０１３４】
図８において、ディスプレイ情報ブロック８１５からルックアップテーブルのセットを表
すブロック８３１に引かれた矢印は、ルックアップテーブル８３２、８３２′、８３２″
のどの１つが、任意の時に、受け取られ、パックされたピクセル値を処理されたピクセル
値に変換するのに使用されるべきかを選択するときに、ガンマ補正、カラーパレット情報
、前景／背景カラー情報およびピクセル値フォーマット情報のようなディスプレイ情報を
使用することを示す。
【０１３５】
図１７は、典型的なルックアップテーブル８３２を示す。本図に示すように、テーブル８
３２は、本明細書では、処理されたピクセル値と呼ばれる、各々がＲ、Ｇ、Ｂの光度値８
３５のセットを含むＮエントリの配列８３５を有する。カラム３３の左に配置されるカラ
ム８３３は、各テーブルエントリ１７０１、１７０３、１７０５の配列位置を示す。各々
の可能な、パックされたピクセル値が異なる配列位置を特定するときに解釈されることに
留意されたい。したがって、各々の可能なパックされたピクセル値１５０２、１５０４、
１５０６に対して、テーブル８３２は、１つの対応するエントリ、すなわち、処理された
ピクセル値１７０１、１７０３、１７０５のセットを含む。図１７の説明において、Ｎは
、デバイスドライバ８３０により受け取られるであろう、可能なパックされたピクセル値
の全数を表すのに使用される。ＰＲ、ＰＧ、ＰＢは、処理された赤、処理された緑および
処理された青のピクセルサブコンポーネント光度値を表すのに使用される。下付き文字は
、個々の処理されたピクセル値が対応する、処理されたピクセル値のセットを示す。
【０１３６】
図２０は、本発明により実施される、別のディスプレイドライバルックアップテーブル２
０３２を示す。本図に示すように、テーブル８３２は、各々がカラーパレット値ＰＶを含
む、Ｎエントリの配列２０３５を有する。カラム２０３５の左に配置されるカラム８３３
は、テーブル２０３２を有するエントリ配列における、各テーブルエントリ２７０１、２
７０３、２７０５の位置を示す。各々の可能な、パックされたピクセル値は異なる配列位
置を特定するときに解釈されることに留意されたい。この要領で、各々の可能な、パック
されたピクセル値に対して、テーブル２０３２は、１つの対応するエントリ、すなわち、
カラーパレット値ＰＶ０からＰＶＮ－１の１つを含む。図２０の説明において、Ｎは、デ
バイスドライバ８３０により受け取られることができる、可能な、パックされたピクセル
値の全数を表すのに使用される。
【０１３７】
テーブル８３２または２０３２への索引としてパックされたピクセル値を用い、また、テ
ーブルエントリ１７０１、１７０３、１７０５、２００１、２００３または２００５の対
応する１つを出力することにより、ガンマ補正、カラーフィルタリングおよび／またはパ
レット選択操作を含むディスプレイデバイス処理は、大量の処理資源を使用する必要を避
けながら、簡単なルックアップテーブル操作として迅速に実施される。
【０１３８】
図１６は、ディスプレイデバイスルックアップテーブル８３２、８３２′、８３２″を生
成するのに使用されるかもしれないディスプレイデバイスルックアップテーブル生成ルー
チン１６００を示す。種々の実施形態において、ルーチン１６００は、ディスプレイドラ
イバ８３０を使用する前に使用される。ルーチン１６００は、イメージレンダリングを実
行するのに使用されるマシン５２０上で実行される。別法において、ルーチン１６００は
、異なるマシン５２０上で実行され、そして、たとえば、オペレーティングシステムがイ
ンストールされるときに、テーブルを使用するはずのマシンのメモリ５２２またはハード
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ディスクドライブ５２７にロードされる。
【０１３９】
ディスプレイデバイスルックアップテーブル１７００の生成は、ルーチン１６００の実行
とともに、ステップ１６０２で始まる。操作は、ステップ１６０２のスタートから、パッ
クされたピクセル値が、許可された、パックされたピクセル値のセット１６０５から得ら
れるステップ１６０４へ進む。上述した例において、パックされたピクセル値のセットは
１８０の値を含むであろう。パックされたピクセル値が得られると、それは、ステップ１
６０６にて、ディスプレイデバイスにより使用される実際のカラー空間に変換され、ガン
マ補正が適用される。パックされたピクセル値の実際のカラー空間への変換は、処理され
る、パックされたピクセル値の、たとえば、ルックアップテーブル１５００を用いた対応
するＲ、Ｇ、Ｂの光度レベル値への変換および実際のカラー空間、たとえば２５６レベル
カラー空間における、Ｒ、Ｇ、Ｂレベル値の対応する値への変換を含む。
【０１４０】
ガンマ補正は、たとえば、使用されるであろう最大および最小光度値のような制限のセッ
トとして提供されることができる、供給されたガンマ値情報１６０３の関数として適用で
きる。異なるガンマ値は、異なるディスプレイデバイスに対して特定される。ステップ１
６０６の出力は、使用されるディスプレイデバイスの実際のカラー空間におけるガンマ補
正された赤、緑および青の光度値のセットである。たとえば、０から２５５の値の範囲の
Ｒ、ＧおよびＢの光度値が指定されてもよい。
【０１４１】
ステップ１６０８において、カラーフィルタリングが、ステップ１６０６により出力され
たＲ、Ｇ、Ｂの光度値のセットに対して適用される。適用されるカラーフィルタリングは
、ピクセルサブコンポーネントを独立した光度源として扱うことにより生ずる、フィルタ
を使わなければぼかす（ｄｉｓｔｒａｃｔｉｎｇ）カラー歪みを、減少させ、または、削
除するよう設計される。カラーフィルタリングは、また、前景／背景カラーが黒と白以外
であるときに生成されるイメージに対して前景と背景のカラー選択を適用するのに使用さ
れる。したがって、前景／背景カラー情報１６０７は、カラーフィルタリング操作１６０
８中に利用される。
【０１４２】
カラーフィルタリングステップ１６０８により生成された、フィルタリングされたＲ、Ｇ
、Ｂの光度値は、さらに、ステップ１６１０にて処理される。ステップ１６１０にて、フ
ィルタリングされたＲ、Ｇ、Ｂの光度値により生成されたカラーは、ディスプレイデバイ
ス５４７により提供されるカラーパレットと比較される。ステップ１６１０にて、フィル
タリングステップ１６０８により出力されたＲ、Ｇ、Ｂの光度値により生成されたピクセ
ルカラーに最も近いパレットカラーに対応するカラーパレット値が使用のために選択され
る。ディスプレイアダプタ５４８および／またはディスプレイデバイス５４７により使用
されるフォーマットで、パレット値が、処理されたピクセル値を表す。ステップ１６１２
にて、生成された、処理されたピクセル値は、ストアされたピクセル値を生成するのに使
用された、パックされたピクセル値に対応する、配列位置エントリで生成されるディスプ
レイデバイスルックアップテーブルにストアされる。
【０１４３】
生成された、パックされたピクセル値、たとえば、カラーパレット値をストアした後、操
作は、ステップ１６１４へ進む。ステップ１６１４にて、パックされたピクセル値のセッ
ト１６０５内の、全てのパックされたピクセル値が処理されたかが判断される。未処理の
パックされたピクセル値が残っているとき、操作はステップ１６１４から、次のパックさ
れたピクセル値の処理が始まるステップ１６０４へ進む。
【０１４４】
しかし、ステップ１６１４にて、パックされたピクセル値のセット１６０５内の、全ての
パックされたピクセル値が処理されたと判断されたとき、操作は、生成されたディスプレ
イドライバルックアップテーブルがメモリ５２２および／またはハードディスクドライブ
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５２７にストアされるステップ１６１６へ進む。
【０１４５】
生成されたディスプレイドライバルックアップテーブルのメモリへのストアによって、操
作、ルックアップテーブル生成ルーチン１６００は、新たなルックアップテーブルを生成
するために再実行されるまで、ステップ１６１８で停止する。
【０１４６】
ルックアップテーブル８３２、８３２′、８３２″は、特定の前景および背景カラーの組
み合わせに対して各々生成される。多くの場合、表示されたテキストのある部分を目立た
せるために、図１８に示したように、前景および背景カラーの間を切り換えるのが望まし
い。図１８において、第１と第２の矢印１８０１、１８０２は、前景および背景カラーの
間の切り換えを表す。
【０１４７】
本発明によれば、前景および背景カラーとして、どのカラーが使用されるかは、ルックア
ップテーブル８３２、８３２′または８３２″がアクセスされる方法を単純に変えること
により、変更できる。ルックアップテーブル８３２は、テキストディスプレイにとって通
常好ましいディスプレイフォーマットであるために、通常、暗い前景と明るい背景ととも
に使用されるためにストアされる。
【０１４８】
最も大きな数のパックされたピクセル値からパックされたピクセル値Ｐを差し引くことに
より、変換されたパックされたピクセル値Ｐ′が得られる。
【０１４９】
すなわち、Ｐ′＝Ｐｍａｘ－Ｐ
である。
【０１５０】
パックされたピクセル値が０から１７９の値の範囲である典型的な場合において、
Ｐｍａｘ＝１７９で、Ｐ′＝１７９－Ｐである。
【０１５１】
ルックアップテーブル８３２、８３２′または８３２″にアクセスするために、変換され
たパックされたピクセル値を用いることにより、明るい前景および暗い背景に対応する、
処理されたピクセル値のセットが得られる。
【０１５２】
したがって、本発明は、提供される前景および背景カラーの各々の対のために、単一のデ
ィスプレイドライバルックアップテーブル８３２がストアされることを可能にする。スト
アされたテーブルは、カラー対の第１のものが前景カラーとして使用され、カラー対の第
２のものが背景として使用されるであろうと仮定して、配置される。特定の前景および背
景カラーに対応するパックされたピクセル値を用いるとき、パックされたピクセル値をル
ックアップテーブルへの索引として用いることにより、処理されたピクセル値のセットが
得られる。
【０１５３】
ルックアップテーブルが生成されたのと反対の前景／背景カラーの組み合わせを用いるの
が望ましいとき、まず、提供された、最も高いピクセル値の数からパックされたピクセル
値を差し引くことにより、変換され、パックされたピクセル値が生成され、その変換され
、パックされたピクセル値を用いることにより、ルックアップテーブル８３２がアクセス
される。
【０１５４】
前景／背景カラーを反転するためにピクセル値変換操作を実施する必要を避けるため、本
発明の一実施形態は、処理されたピクセル値の各々のセットに対応する２つのパックされ
たピクセル値を有するルックアップテーブル１９００を利用する。パックされたピクセル
値の第１セット８３３は暗い前景／明るい背景の選択に対応するが、パックされたピクセ
ル値の第２セット１９０２は明るい前景／暗い背景に対応する。所定のカラー対にとって
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８３３、１９０２のいずれかが、ルックアップテーブル１９００への索引として使用され
る。
【０１５５】
本明細書に含まれる、本発明の説明から考えると、本発明の数多くの付加的な実施形態お
よび議論された実施形態についての変形が当業者にとって明らかになるであろう。このよ
うな実施形態が、本発明から逸脱せず、本発明の範囲内にあると考えられることが理解さ
れるであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】　公知のＬＣＤスクリーンを示す図である。
【図２】　図１の説明より、さらに詳細に図１を説明する、公知のスクリーンの一部を示
す図である。
【図３】　公知のシステムにおいて実施されるイメージサンプリング操作を示す図である
。
【図４】　後続のテキストの生成および表示で使用される文字情報を準備し、ストアする
ことに含まれる公知のステップを示す図である。
【図５】　本発明によって実施されるコンピュータシステムを示す図である。
【図６】　本発明の典型的な一実施形態によって実施されるイメージサンプリングを示す
図である。
【図７】　本発明のイメージレンダリング装置の図である。
【図８】　図５に示したコンピュータシステムの他のエレメントと関係するときの図７の
イメージレンダリング装置を示す図である。
【図９】　本発明の一実施形態による表示のためにテキストをレンダリングする方法を示
す図である。
【図１０】　本発明の走査変換ルーチンを示す図である。
【図１１】　本発明の典型的な実施形態によって実施されるスケーリング操作を示す図で
ある。
【図１２】　本発明によって実施される典型的なヒンティング操作を示す図である。
【図１３】　本発明の典型的な実施形態によって実施される走査変換操作を示す図である
。
【図１４】　図１３に示すイメージの第４番目の行で実施される走査変換操作を示す図で
ある。
【図１５】　パックされたピクセル値変換テーブルに対する典型的なＲ、Ｇ、Ｂの光度レ
ベル値を示す図である。
【図１６】　デバイスドライバピクセル値ルックアップテーブルを生成する方法を示す図
である。
【図１７】　典型的なデバイスドライバピクセル値ルックアップテーブルを示す図である
。
【図１８】　明るい前景／暗い背景イメージ表現と暗い前景／明るい背景イメージ表現の
間の切り換えを示す図である。
【図１９】　本発明の典型的な実施形態によって実施されるデバイスドライバルックアッ
プテーブルを示す図である。
【図２０】　別の典型的なデバイスドライバピクセル値ルックアップテーブルを示す図で
ある。
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